
7 2005

7月 （文月） JULY

18日・海の日

中小企業の創業や研究開発、経営革新、新事
業開拓等を支援する各種措置を盛り込んだ法律。
従来からあった中小企業を支援する３つの法律
を統合・強化したもので、この４月に成立・施
行されています。一定の中小企業に該当すると、
税制面からは、留保金に対する課税の停止や設
備投資に対する減税等が適用されます。

国　税 /6月分源泉所得税の納付 7月11日

国　税 /納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月分）の納付

7月11日

国　税 /所得税予定納税額の納付 8月1日

国　税 /所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日

国　税 /5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

8月1日

国　税 /11月決算法人の中間申告 8月1日

国　税 /8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 8月1日

地方税 /固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務 /労働者死傷病報告（4月～6月分） 8月1日

労　務 /障害者・高齢者・外国人雇用状況報告

（100人以上の事業場） 7月15日

労　務 /社会保険の報酬月額算定基礎届 7月11日

中小企業新事業活動促進法

7 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント

日 月 火 水 木 金 土

・ ・ ・ ・ ・ 1 2
3 4 5 6 7 8 9
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17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 ・ ・ ・ ・ ・
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法
定
労
働
時
間
は
、
事
業
の
種

類
を
問
わ
ず
一
週
四
〇
時
間
、
一

日
八
時
間
な
の
で
す
か
。
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現
行
の
法
定
労
働
時
間
は
、
原

則
と
し
て
一
週
四
〇
時
間
、
一
日

八
時
間
で
す
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
業
種
の
事
業

で
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
が
一
〇
人

未
満
の
も
の
は
、
一
週
四
四
時
間
、
一

日
八
時
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
特
例
措

置
対
象
事
業
場
）。

①

物
品
の
販
売
・
配
給
な
ど
の
事
業

（
商
業
）

②

映
画
・
演
劇
等
の
事
業
（
映
画
製
作

の
事
業
を
除
く
）

③

保
健
衛
生
の
事
業

④

飲
食
店
、
料
理
店
、
接
客
娯
楽
等
の

事
業
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時
間
外
労
働
は
、
労
使
協
定
を

締
結
・
届
出
さ
え
す
れ
ば
、
制
限

な
く
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
か
。
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時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
は
、

労
使
協
定
を
結
べ
ば
無
制
限
に
就

労
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な

く
、
一
定
の
業
務
等
を
除
き
以
下
の
期

間
に
応
じ
た
時
間
外
労
働
の
限
度
（
限

度
基
準
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
週
間
…

一
五
時
間
（
一
四
時
間
）

二
週
間
…

二
七
時
間
（
二
五
時
間
）

四
週
間
…

四
三
時
間
（
四
〇
時
間
）

一
カ
月
…

四
五
時
間
（
四
二
時
間
）

二
カ
月
…

八
一
時
間
（
七
五
時
間
）

三
カ
月
…
一
二
〇
時
間
（
一
一
〇
時
間
）

一
年
間
…
三
六
〇
時
間
（
三
二
〇
時
間
）

＊
（

）
内
は
、
三
カ
月
を
超
え
る
期

間
の
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

を
採
る
場
合
の
限
度
と
な
る
時
間
。
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時
間
外
労
働
の
限
度
基
準
は
、

一
週
間
一
五
時
間
、
二
週
間
二
七

時
間
と
い
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
一
〇
日
の
場
合
は
何

時
間
に
な
る
の
で
す
か
。
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一
日
超
一
週
間
未
満
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
一
五
時
間
÷
七
×
日

数
、
一
週
間
超
二
週
間
未
満
の
場
合
は
、

二
七
時
間
÷
一
四
×
日
数
と
い
う
よ
う

に
計
算
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
一
〇
日
の
場
合
は
、

二
七
時
間
÷
一
四
×
一
〇
日
＝
一
九
・

三
時
間
、
端
数
は
切
り
上
げ
ま
す
の
で

限
度
時
間
は
二
〇
時
間
と
な
り
ま
す
。
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運
転
な
ど
の
業
務
に
従
事
す
る

人
も
延
長
時
間
の
限
度
が
適
用
さ

れ
る
の
で
す
か
。
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

業
ま
た
は
業
務
に
つ
い
て
は
、
限

度
基
準
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら

の
事
業
・
業
務
に
対
し
て
は
、
労
働
時

間
等
に
つ
い
て
別
途
行
政
指
導
等
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
工
作
物
の
建
設
等
の
事
業

②

自
動
車
の
運
転
の
業
務

③

新
技
術
、
新
商
品
等
の
研
究
開
発

の
業
務

な
ど
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ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
労
働
者

に
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
か
。
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事
業
主
が
割
増
賃
金
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
労
働

者
に
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
ま
た
は

深
夜
労
働
を
さ
せ
た
と
き
で
す
。

①
　
時
間
外
労
働

法
定
労
働
時
間
（
原
則
と
し
て
八
時

間
。
以
下
同
じ
）
を
超
え
て
労
働
さ
せ

る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
残
業
）
を
い
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
一
日
の
所
定
労
働

時
間
が
七
時
間
で
あ
る
場
合
は
、
所
定

外
労
働
時
間
（
法
定
労
働
時
間
に
達
す

る
ま
で
の
一
時
間
）
に
つ
い
て
は
割
増

賃
金
の
支
払
い
は
必
要
な
く
、
通
常
の

賃
金
を
支
払
え
ば
足
り
ま
す
。

た
だ
し
、
就
業
規
則
な
ど
で
「
所
定

労
働
時
間
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、

割
増
賃
金
を
支
払
う
」
な
ど
と
定
め
た

場
合
は
、
そ
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た

額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
　
深
夜
労
働

午
後
一
〇
時
か
ら
翌
朝
五
時
ま
で
の

間
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
た
と

労
働
時
間 

　
事
業
主
は
、労
働
条
件
の
な
か
で
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
労
働
時
間
を
就
業

規
則
等
に
定
め
て
、時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
正
確
に
把
握
し
て
適
切
に
管
理
す

る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。
事
業
主
が
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
に
は
「
六
カ
月
以
下
の

懲
役
ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
」が
科
さ
れ
ま
す
の
で
、留
意
す
べ
き
で
す
。 

　
以
下
、労
働
時
間
に
関
す
る
基
本
的
な
定
め
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
掲
げ
ま
す
。 
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え
ば
交
替
勤
務
で
始
業
時
刻
が
午
後
一

〇
時
で
あ
れ
ば
、
始
業
時
刻
か
ら
割
増

賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

③
　
休
日
労
働

週
一
日
ま
た
は
四
週
四
日
の
法
定
休

日
に
労
働
さ
せ
た
と
き
で
す
。
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前
掲
Ｑ
５
の
時
間
外
労
働
等
し

た
と
き
の
割
増
賃
金
に
つ
い
て
、

教
え
て
下
さ
い
。
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時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
等
に

対
す
る
割
増
率
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

①
　
時
間
外
労
働
…
二
割
五
分
以
上

②
　
休
日
労
働
…

三
割
五
分
以
上

な
お
、
労
働
時
間
が
深
夜
帯
に
及
ん

だ
場
合
に
は
さ
ら
に
深
夜
労
働
に
対
す

る
割
増
賃
金
（
二
割
五
分
以
上
）
の
支

払
い
も
発
生
し
ま
す
。

①
　
時
間
外
労
働
＋
深
夜
労
働
の
場
合

割
増
賃
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

一
時
間
当
た
り
の
金
額
×
（
時
間
外

労
働
時
間
数
×
一
・
二
五
＋
深
夜
労

働
時
間
数
×
〇
・
二
五
）

②
　
休
日
労
働
＋
深
夜
労
働
の
場
合

割
増
賃
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

一
時
間
当
た
り
の
金
額
×
（
休
日
労

働
時
間
数
×
一
・
三
五
＋
深
夜
労
働

時
間
数
×
〇
・
二
五
）
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三
〇
分
遅
刻
し
た
社
員
が
一
時

間
残
業
し
た
場
合
、
一
時
間
分
の

割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
か
。
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■

割
増
賃
金
の
支
払
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
実
労
働
で
法

定
労
働
時
間
を
超
え
て
就
労
し
た
と
き

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
三
〇
分
遅
刻
し

た
場
合
は
、
業
務
に
就
い
た
時
刻
か
ら

実
労
働
時
間
で
八
時
間
を
超
え
た
時
間

に
つ
い
て
割
増
賃
金
を
支
払
え
ば
よ
い

こ
と
に
な
り
、
ご
質
問
の
場
合
は
、
三

〇
分
の
賃
金
を
支
払
え
ば
足
り
ま
す
。
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■

■

■
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割
増
賃
金
の
一
時
間
当
た
り
の

額
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
求
め
る

の
で
す
か
。
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■
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割
増
賃
金
の
算
定
基
礎
賃
金
と

な
る
の
は
、
通
常
の
労
働
時
間
ま

た
は
労
働
日
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
で
す

が
、
次
の
手
当
は
除
外
さ
れ
ま
す
（
た

だ
し
、
家
族
構
成
、
住
宅
費
や
通
勤
等

に
実
際
に
要
し
た
費
用
の
額
に
か
か
わ

ら
ず
、
一
律
に
支
給
さ
れ
る
も
の
は
算

定
の
基
礎
に
含
め
ま
す
）。

①

家
族
手
当

②
　
通
勤
手
当

③
　
別
居
手
当

④
　
子
女
教
育
手
当

⑤
　
住
宅
手
当

⑥
　
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

⑦

一
カ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支

払
わ
れ
る
賃
金

月
給
制
の
場
合
の
一
時
間
当
た
り
の

金
額
は
、
そ
の
額
を
一
カ
月
の
所
定
労

働
時
間
数
で
割
っ
た
額
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
各
月
の
所
定
労
働
時
間
が
異
な

る
場
合
は
、
一
年
に
お
け
る
一
カ
月
平

均
所
定
労
働
時
間
数
で
割
っ
た
額
で
す
。
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割
増
賃
金
を
計
算
す
る
際
、
端

数
処
理
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
で

す
か
。
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割
増
賃
金
の
端
数
処
理
と
し
て
、

次
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①

一
カ
月
間
の
時
間
外
労
働
、
休
日

労
働
、
深
夜
労
働
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
間
数
の
合
計
に
一
時
間
未

満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合

…
…
…
…
一
時
間
未
満
を
四
捨
五
入

②

一
カ
月
間
の
時
間
外
労
働
、
休
日
労

働
、
深
夜
労
働
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
割
増
賃
金
に
一
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
場
合

…
…
…
…
…
一
円
未
満
を
四
捨
五
入

③

時
給
額
、
一
時
間
当
た
り
の
割
増
賃

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た

場
合…

…
…
…
…
一
円
未
満
を
四
捨
五
入

例）

基本給 24万円

資格手当 ２万円

通勤手当 １万円

住宅手当 ２万円

１日の所定労働時間８時間、１年間を

平均した１カ月の所定労働日数20日、

その日の午前９時から午前零時まで14

時間就労した場合（時間外労働時間数

６時間、うち深夜労働時間数２時間）

の割増賃金は、次のとおり13,000円と

なります。

① まず、割増賃金の算定基礎額を求めます。

（基本給）（資格手当）

24万円＋2万円＝26万円

②　次に割増賃金を求めます。

26万円／（８時間×20日）×（６時間×

1.25＋２時間×0.25）＝13,000円
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育
児
・
介
護
労
働
者
に
関
す
る
助
成
金

制
度
が
整
理
・
統
合
等
さ
れ
、
平
成
十
七

年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
従
来
の
育
児
・
介
護

雇
用
安
定
助
成
金
と
育
児
・
介
護
休
業
者

職
場
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
奨
励
金
を
統

合
し
て
「
育
児
・
介
護
雇
用
安
定
等
助
成

金
」
に
一
本
化
し
、
内
容
的
に
も
、
育
児

休
業
取
得
促
進
奨
励
金
と
看
護
休
暇
制
度

導
入
奨
励
金
を
廃
止
、
次
の
⑥
を
創
設
す

る
等
整
理
統
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
　
育
児
・
介
護
費
用
助
成
金

②
　
事
業
所
内
託
児
施
設
助
成
金

③
　
育
児
休
業
代
替
要
員
確
保
等
助
成
金

④
　
育
児
両
立
支
援
奨
励
金

⑤

育
児
・
介
護
休
業
者
職
場
復
帰
プ
ロ

グ
ラ
ム
実
施
奨
励
金

⑥

男
性
労
働
者
育
児
参
加
促
進
給
付
金

な
お
、
三
〇
〇
人
超
の
企
業
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
助
成
金
の
支
給
要
件
に
、

「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」
の
策
定
・
届

出
義
務
が
追
加
、
そ
れ
以
外
の
企
業
に
つ

い
て
は
、
届
出
を
し
な
け
れ
ば
助
成
金
は

減
額
さ
れ
る
か
不
支
給
と
な
り
ま
す
。

有
限
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
と
組
織

を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
次
の
手
続
き

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①

管
轄
社
会
保
険
事
務
所
へ
の
届
出

変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内

に
、
変
更
登
記
後
の
法
人
登
記
簿
謄

本
（
以
下
、
登
記
簿
謄
本
と
い
う
）、

健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
事
業
所
の

名
称
を
変
更
し
て
再
交
付
さ
れ
る
）

を
添
付
し
て
「
健
康
保
険
・
厚
生
年

金
保
険
適
用
事
業
所
所
在
地
・
名
称

変
更
（
訂
正
）
届
」（
管
轄
内
）
を

提
出
し
ま
す
。

②
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
届
出

変
更
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
一

〇
日
以
内
に
、
登
記
簿
謄
本
を
添
付

し
て
「
労
働
保
険
名
称
、
所
在
地
等

変
更
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

③
　
所
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
届
出

変
更
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
一

〇
日
以
内
に
、
登
記
簿
謄
本
、
適
用

事
業
所
台
帳
を
添
付
し
て
「
雇
用
保

険
事
業
主
事
業
所
各
種
変
更
届
」
を

提
出
し
ま
す
。

育
児
・
介
護
労
働
者
に
関
す
る
助
成
金
が
整
理
・
統
合

被保険者が育児休業などする場合

に、標準報酬に関する改正が行われ

たそうですが、具体的にはどのよう

な内容ですか。

３歳未満の子を養育するため育児

休業等を取っていた人が、勤務時間

を通常の所定労働時間より短くする

などの方法により職場復帰して、引き続き3歳

未満の子を養育する場合には、給料は低下す

るのが一般的です。

このような場合、現行制度では基本給など

固定的賃金に変動があり、標準報酬等級で2等

級以上差が生じたときなどに、随時に標準報

酬を改定しますが、育児をするために労働時

間を短縮等して就労する場合は、要件が緩和

されて1等級以上の差が生じたときなどに、標

準報酬の改定の申出ができます。

職場復帰後給料が低下しても、保険料はそ

の子を養育することとなった月の前月の標準

報酬月額を基礎に算定されますので、負担額

は実際に支給される給料に対する保険料額に

比べて大きくなります。そこで、保険料額の

負担を軽くしたい人は、事業主を経由して標

準報酬の改定を申し出ることができる特例を

設けました。ただし、保険給付に関しては、

保険料をもとに算定されるものは、当然給付

内容は下がります。手続きは、「健康保険・厚

生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」

を社会保険事務所等に提出します。

また、今回の改正で老齢厚生年金等の額を

計算する際の基礎となる標準報酬月額につい

ては、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特

例申出届」を提出（前掲の育児休業等終了時

報酬月額変更届と一緒に提出するとよいでし

ょう）することにより、その子を養育するこ

とになった月の前月の標準報酬月額（高い方

の標準報酬月額）が年金計算の基礎とみなさ

れ、結果的に育児休業を取らなかった人と同

様に取り扱われます。

育児をする被保険者への
配慮措置に係る手続き

組
織
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き




